第２回ながれやま権利サポート会議および成年後見相談窓口連携会議について資料４


· 第２回ながれやま権利サポート会議（令和7年８月１４日開催）
助言者：藤吉彬弁護士、小出亮司法書士、古澤肇社会福祉士、関谷一和行政書士
・Aケース　＜相談者：流山市社協・中部包括＞ 
生活保護、日常生活自立支援事業の利用者60代独居男性。以前本人が起こした事件の損害賠償金を払い続けており、自己破産後も経済的に破綻。生存権が脅かされている。支払いの優先順位や打開策について。
＜助言および協議内容＞
「生活維持を優先した方法論（転居等）」「賠償金や債務への対応における優先順位」
「本人では困難な交渉のため必要な成年後見制度」「判断能力の診断における医療連携」
・Bケース　＜相談者：南部包括＞ 
被害妄想から特定の近隣住民に攻撃的な言動を繰り返す90代独居女性。警察への通報、県議会議員に訴えるなど発信力が高い。関係者が正しく状況を認識し、イベント待ちにならざるを得ない状況においてどのような支援が可能か。
＜助言および協議内容＞
「医療に繋げるための関わり」「隣人が相談できる弁護士との連携」「障がい者支援との連携」「警察や行政、議員など関係者との課題共有（必要に応じ会議招集）」

· 第２回成年後見相談窓口連携会議（令和7年９月２６日開催）
・まどれん勉強会「任意後見制度の利用と有効的な活用法について」（前半）
講師：認定NPO法人東葛市民後見人の会　加藤昌義氏 
制度のポイントとしては、今判断能力がある方が対象であり、契約で内容を決めることができる。報酬の取決めも任意。代理権は契約で定めた範囲内のみ。後見人は自由に選べる（６割が親族）。任意後見契約の発効には家庭裁判所に申立てが必要。任意後見監督人にも報酬が必要。実情としては、登記15万件に対して発効が2800件ほど。東葛市民後見人の会では法定後見を15年で52件受任。現在は22件を受任中（うち20件が後見相当）任意後見は累計20件登記し5人発効。現在は14件の登記があり3人発効中。
具体的な取り組み事例：
① 障がいのある子の親なき後。任意後見と法定後見を組み合わせ、代理権目録に「子供（統合失調症）の法定後見申立」等を記載し世帯ごとの支援を行う。
② 単身の高齢女性。制度の狭間や複合的な課題を抱えた方など地域で生きづらさを抱えた方に対して、分野横断的で包括的な相談支援、関係機関へのコーディネート、権利擁護等、広域的で高度専門性をもった寄り添い支援を行っている。

・ネットワーク会議の事前会議（後半）
＜テーマ＞事前関与において専門職に求めたいこと
· 一度アドバイザリーで弁護士相談を行ったが、迅速に相談を受けられて有難かった。今後もこのスピード感で相談ができるならば有効。面談での相談は意思疎通しやすかった。
· 以前自宅売却などの支援が必要なケースがあった。キーパーソンが不在で協力的でない同居者がおり、行政書士と一緒に訪問したが、専門職ならではの視点や切り口でスムーズな支援が行えた。
· 包括的な支援体制の構築において意義があると思う。法律専門家が不在の現場において、相続・訴訟などの問題について対応できない。そういった際に助言があると助かる。要支援者において法律相談もワンストップでできると具体的な動きに繋がりやすい。
· 文書でのアドバイザリー（高齢者虐待アドバイザリー）は、温度差を感じることが多く、聞きたかった箇所の助言が得られないことがままあった。
· 文書のやりとりではなく、仮に面談で助言をいただいたとしても、お互いの認識に齟齬があると効果が得られにくいのではないか。一次情報を提示することで共有がうまくいくのではと感じる。
· 市長申立てを検討する際、本人申立てが可能か微妙なケースで、実際に訪問しご意見をいただけるとありがたい。
· アドバイザリーの助言では、現場でも分かってはいるが上手くいっていない内容について助言をいただくこともあり、例えば本人が納得するよう働きかけるべきと示されても、実際的なアプローチに苦慮することが多い。
· 本人への直接の説明や方向性の提示があると本人も納得しやすいと感じる。現場を見た上での具体的な方法を提示していただきたい。
· 支援が必要にもかかわらず本人が困っていない場合、導入のプロセスに苦慮することが多く、福祉と司法の連携が必要だと痛感する。アドバイザリーで助言いただく内容は、それが出来たらいいなとは思うが、それが出来ないから困っているというところがなかなか伝えられない。
· 専門職の事前関与は、助走期間を経ることで専門職と関係性が構築できるところが良いと思う。後見類型以外で成年後見制度自体に納得がいっていなかったケースでも、専門職への信頼感で導入が出来たケースもあった。
· 精神障がいをお持ちの方だと、特に法律専門職への信頼バイアスが強い方が多い。障害の相談も想定してスキームを考慮する必要があると思う。
· 本人と家族に紛争性があるケースに介入いただけることで、現場支援員を守れるということがメリットと考えてよいか。包括が紛争に巻き込まれ苦慮したことがあった。
· （高齢者支援課より）流山市としても現場の方が使いやすいスキームを目指している。迅速に相談でき、その後の支援にも関わっていただけることが理想だと認識している。
